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お
知
ら
せ

民
俗
資
料
館
の
休
館
に
つ
い

て
　

大
島
歴
史
民
俗
資
料
館
、
橘
民

俗
資
料
館
は
、
４
月
か
ら
休
館
し

ま
す
。
な
お
、
見
学
、
資
料
調
査

等
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
あ
ら
か

じ
め
予
約
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
開

館
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

※
土
日
祭
日
を
除
く

　

大
島
歴
史
民
俗
資
料
館

　
（
大
島
教
育
支
所
）

☎
７
４
‐
５
３
０
０

　

橘
民
俗
資
料
館

　
（
橘
教
育
支
所
）

☎
７
７
‐
０
１
０
０

就
学
援
助
費
交
付
申
請
に
つ

い
て

　

小
・
中
学
校
に
就
学
す
る
児
童

生
徒
の
い
る
家
庭
で
、
経
済
的
な

理
由
に
よ
り
就
学
が
困
難
な
保
護

者
に
学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど
を

援
助
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
利
用
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
４
月
18
日
㈫
ま
で
に
教

育
委
員
会
学
校
教
育
課
ま
た
は
各

教
育
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

現
在
利
用
を
し
て
い
る
方
で
、

引
き
続
き
利
用
し
た
い
方
も
手
続

き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
に
は
印

鑑
と
郵
便
局
以
外
の
金
融
機
関
の

口
座
番
号
が
必
要
で
す
。

　

年
度
の
途
中
で
も
申
請
の
受
付

を
行
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
申

請
日
か
ら
の
援
助
に
な
り
ま
す
。

■
必
要
書
類
／

　

生
計
を
同
一
に
す
る
世
帯
全
員

の
課
税
証
明
書
（
平
成
17
年
度
） 

ま
た
は
、
児
童
扶
養
手
当
証

■
問
い
合
わ
せ
／

　

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
７
８
‐
２
２
０
４

安
下
庄
交
番
の
移
転
・
新
築

に
つ
い
て

　

安
下
庄
交
番
が
移
転
・
新
築
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
46
年
３
月
に
現
在
地
に
新

築
さ
れ
、
多
く
の
皆
様
に
親
し
ま

れ
て
き
た
交
番
も
、
老
朽
化
と
と

も
に
手
狭
と
な
っ
た
た
め
で
す
。

場
所
は
安
下
庄
小
学
校
前
に
な

り
、
３
月
中
旬
の
移
転
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

　

今
後
も
今
ま
で
以
上
に
皆
さ
ん

の
「
安
全
・
安
心
」
を
守
っ
て
い

き
ま
す
の
で
、
ご
支
援
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
大
島
警
察
署

☎
７
２
‐
０
１
１
０

　

竜
崎
温
泉
潮
風
の
湯
の
新
館
オ
ー
プ
ン
に
伴
い
、
4
月
1
日
よ
り
次
の
と
お
り
料

金
改
正
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

〇
入
浴
時
の
専
用
タ
オ
ル
に
つ
い
て
は
、
新
館
オ
ー
プ
ン
に
伴
い
４
月
１
日
よ
り

１
０
０
円
で
販
売
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
入
浴
者
ご
自
身
が
清
潔
な
タ

オ
ル
を
ご
持
参
い
た
だ
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

○
靴
箱
が
鍵
つ
き
（
１
０
０
円
リ
タ
ー
ン
式
）
に
な
り
ま
す
の
で
、
一
時
的
に

１
０
０
円
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

〇
４
月
１
日
よ
り
整
髪
料
等
の
備
え
付
け
を
取
り
や
め
ま
す
。

○
３
日
31
日
㈮
は
、
新
館
オ
ー
プ
ン
準
備
の
た
め
、
臨
時
休
業
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

現行料金 改正料金
（平成18年 4月 1日より）

大　

人

中学生以上 700 円 現行のまま
①町内に住所を有する満 65歳以
　上の者
②身体障害者手帳の交付を受けて
　いる者
③療育手帳の交付を受けている者
④精神障害者保健福祉手帳の交付
　を受けている者

500円 現行のまま

入浴回数券 10回分 　5,000 円 　現行のまま
入浴回数券 50回分 　20,000 円 廃　止
入浴回数券 100 回分 　35,000 円 廃　止

年間入浴券 　60,000 円 　会員券１年間
50,000 円

定期入浴券（４ケ月用） 　21,000 円 　会員券半年間
28,000 円

　 回数券 11枚券（町内
65歳以上）5,000 円

小　

人

4 歳以上小学生以下 400 円 現行のまま
①身体障害者手帳の交付を受けて
　いる者
②療育手帳の交付を受けている者
③精神障害者保健福祉手帳の交付
　を受けている者

300 円 現行のまま

入浴回数券 10回分 　3,000 円 現行のまま
入浴回数券 50回分 　12,000 円 廃　止
入浴回数券 100 回分 　20,000 円 廃　止
３歳以下 無料 現行のまま
バスタオル貸し料 100 円 現行のまま
使用料金の中には、専用のタオル
料金を含むものとする。

廃止（専用タオル
100 円別売り）

10人以上の団体
大人 1人 500 円
小人 1人 300 円

　 現行のまま

竜崎温泉の
料金改定に
ついて

◆問い合わせ／商工観光課
☎７９－１００３


